
２．調査対象期間

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

３．調査の対象

【学校】
全国の国公私立小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校（小～高等部）

【教育委員会】
全都道府県及び市町村教育委員会

長期入院児童生徒に対する教育支援に関する
実態調査の概要

１．調査の目的

近年、医療の進歩等による入院期間の短期化や、短期間で入退院を繰り返す者、退院
後も引き続き治療や生活規制が必要なために小・中学校等への通学が困難な者への対応
など、病院等に入院又は通院して治療を受けている児童生徒等を取り巻く環境は大きく変
化している。

今回の調査は、こうした状況を踏まえ、平成２５年度中に病気やけがによって入院した児
童生徒に対して行われた教育等の実態を把握するものである。

４．主な調査事項

【学校】
○病気やけがによる入院により学籍に変更（転学等）があった児童生徒数について
○入院に伴い一時転学等をしている児童生徒に対する学校の支援について

○病気やけがにより長期にわたり入院した児童生徒数について
○長期にわたり入院した児童生徒に対する学校の支援について

【教育委員会】
○転学等が必要になった場合の支援について
○長期にわたる入院が必要になった場合の支援について



■ 全体
１．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒数
（復籍した児童生徒数、復籍したのち再度転学した児童生徒数）
（国公私別、学校種別） 【１】

２．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒のいる学校数
（国公私別、学校種別） 【３】

３．病気やけがにより、年間延べ３０課業日以上入院した児童生徒数
（国公私別、学校種別） 【４】

４．病気やけがにより、年間延べ３０課業日以上入院した児童生徒のいる学校数
（国公私別、学校種別） 【５】

■Ⅲ 特別支援学校 小・中学部（国立、公立、私立 合計）

目次

■Ⅰ 小・中学校（国立、公立、私立 合計）

１．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒の転学先 【７】
２．一時転学等をしている児童生徒に対する学校の取組 【８】
３．病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応
①学習指導（授業）の方法 【９】
②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間 【１０】
③学習指導（授業）以外の取組 【１５】

■Ⅱ 高等学校（国立、公立、私立 合計）

１．病気やけがによる入院により、転学等をした生徒の転学先 【１７】
２．転学等をした生徒が復籍を希望した場合の取扱い 【１８】
３．一時転学等をしている生徒に対する学校の取組 【１９】
４．病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応
①学習指導（授業）の方法 【２０】
②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間 【２１】
③学習指導（授業）以外の取組 【２４】

１．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒の転学先 【２６】
２．一時転学等をしている児童生徒に対する学校の取組 【２７】
３．病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応
①学習指導（授業）の方法 【２８】
②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間 【３０】
③学習指導（授業）以外の取組 【３５】



■ Ⅳ 特別支援学校 高等部（国立、公立、私立 合計）

１．転学等が必要になった場合の支援（小学校、中学校、特別支援学校） 【４８】
２．入院等が必要になった場合の支援（小学校、中学校、特別支援学校） 【４９】
３．転学等が必要になった場合の支援（高等学校） 【５０】
４．入院等が必要になった場合の支援（高等学校） 【５１】

目次

■Ⅴ 都道府県・指定都市教育委員会

１．病気やけがによる入院により、転学等をした生徒の転学先 【３７】
２．転学等をした生徒が復籍を希望した場合の取扱い 【３８】
３．一時転学等をしている生徒に対する学校の取組 【３９】
４．病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応
①学習指導（授業）の方法 【４０】
②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間 【４２】
③学習指導（授業）以外の取組 【４６】



１．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒数

（延べ人数）

小学校 中学校 高等学校
特別支援学校
（小学部）

特別支援学校
（中学部）

特別支援学校
（高等部）

国

立

①児童生徒数
（全児童生徒数に占める割合）

７
（０．０２％）

１０
（０．０３％）

０
（－）

２
（０．２３％）

１
（０．１２％）

０
（－）

②年度内に復籍した児童生徒数
（①に占める割合）

５
（７１．４％）

６
（６０．０％）

０
（－）

２
（１００．０％）

１
（１００．０％）

０
（－）

③復籍後、再度転学等した児童
生徒数
（②に占める割合）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

公

立

①児童生徒数
（全児童生徒数に占める割合）

２，４１５
（０．０４％）

１，５３７
（０．０５％）

１４０
（０．０１％）

２６８
（０．７３％）

１４７
（０．５１％）

５７
（０．０９％）

②年度内に復籍した児童生徒数
（①に占める割合）

１，８０４
（７４．７％）

１，１２５
（７３．２％）

２６
（１８．６％）

１９７
（７３．５％）

１０３
（７０．１％）

２９
（５０．９％）

③復籍後、再度転学等した児童
生徒数
（②に占める割合）

１８０
（１０．０％）

１３７
（１２．２％）

２
（７．７％）

１９
（９．６％）

１２
（１１．７％）

２
（６．９％）

私

立

①児童生徒数
（全児童生徒数に占める割合）

１２
（０．０２％）

６２
（０．０２％）

９１
（０．０８％）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

②年度内に復籍した児童生徒数
（①に占める割合）

９
（７５．０％）

３９
（６２．９％）

４
（４．４％）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

③復籍後、再度転学等した児童
生徒数
（②に占める割合）

２
（２２．２％）

６
（１５．４％）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

1

小学校 中学校 高等学校
特別支援学校
（小学部）

特別支援学校
（中学部）

特別支援学校
（高等部）

合

計

①児童生徒数
（全児童生徒数に占める割合）

２，４３４
（０．０４％）

１，６０９
（０．０５％）

２３１
（０．０１％）

２７０
（０．７２％）

１４８
（０．５０％）

５７
（０．０９％）

②年度内に復籍した児童生徒数
（①に占める割合）

１，８１８
（７４．７％）

１，１７０
（７２．７％）

３０
（１３．０％）

１９９
（７３．７％）

１０４
（７０．３％）

２９
（５０．９％）

③復籍後、再度転学等した児童
生徒数
（②に占める割合）

１８２
（１０．０％）

１４３
（１２．２％）

２
（６．７％）

１９
（９．６％）

１２
（１１．５％）

２
（６．９％）

（平成25年度）

※ 「転学等」とは、病気やけがによる入院により、元の学校から転学・退学・編入学により学籍が離れたことをいう。
※ 「復籍した」とは、退院及びその他特別な事情により、元の学校に学籍を戻したことをいう。
※ 全児童生徒数は、平成25年５月１日時点の人数 （出典：「学校基本統計」（文部科学省））
※ 中等教育学校前期課程については、中学校に、後期課程については、高等学校にそれぞれ算入した（以下同じ。）。

2

（延べ人数）



２．病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒のいる学校数

小学校 中学校 高等学校
特別支援学校
（小学部）

特別支援学校
（中学部）

特別支援学校
（高等部）

国

立

学校数 ７ １０ ０ ２ １ ０

全学校数に
占める割合 ９％ １３％ ０％ ４％ ２％ ０％

公

立

学校数 ２，１８６ １，３３４ １２７ １７４ １１１ ６１

全学校数に
占める割合 １０％ １４％ ３％ ２０％ １３％ ７％

私

立

学校数 １２ ５９ ７２ ０ ０ ０

全学校数に
占める割合 ５％ ７％ ５％ ０％ ０％ ０％

合

計

学校数 ２，２０５ １，４０３ １９９ １７６ １１２ ６１

全学校数に
占める割合

１０％ １３％ ４％ １９％ １２％ ７％

（校）

（平成25年度）※ 全学校数は、平成25年５月１日時点の数（以下同じ。） （出典：「学校基本統計」（文部科学省））
3

３．病気やけがにより、年間延べ３０課業日以上入院した児童生徒数

小学校 中学校 高等学校
特別支援学校
（小学部）

特別支援学校
（中学部）

特別支援学校
（高等部）

国

立

児童生徒数 ２ １３ ２ ４ ５ １

全児童生徒数
に占める割合

０．００％ ０．０４％ ０．０２％ ０．０５％ ０．５９％ ０．１２％

公

立

児童生徒数 １，４６４ １，１８６ ８０５ １，１７１ ８９７ ３７５

全児童生徒数
に占める割合

０．０２％ ０．０４％ ０．０４％ ３．２％ ３．１％ ０．６％

私

立

児童生徒数 １２ ９２ ３１７ ０ １ ２

全児童生徒数
に占める割合

０．０２％ ０．０４％ ０．３％ － ０．７％ ０．４％

合

計

児童生徒数 １，４７８ １，２９１ １，１２４ １，１７５ ９０３ ３７８

全児童生徒数
に占める割合

０．０２％ ０．０４％ ０．０５％ ３．１％ ３．１％ ０．６％

（平成25年度）
4

（延べ人数）



４．病気やけがにり、年間延べ３０課業日以上入院した児童生徒のいる学校数

小学校 中学校 高等学校
特別支援学校
（小学部）

特別支援学校
（中学部）

特別支援学校
（高等部）

国

立

学校数 ２ １０ ２ ３ ４ １

全学校数に
占める割合

２．７％ １３．０％ １０．５％ ６．７％ ９．１％ ２．３％

公

立

学校数 １，２７３ １，００７ ６９１ ２０８ １８１ ２３２

全学校数に
占める割合

６．１％ １０．３％ １８．８％ ２３．４％ ２０．５％ ２６．５％

私

立

学校数 １２ ８２ ２５８ ０ １ ２

全学校数に
占める割合

５．４％ １０．４％ １９．３％ － １１．１％ １８．２％

合

計

学校数 １，２８７ １，０９９ ９５１ ２１１ １８６ ２３５

全学校数に
占める割合

６．１％ １０．３％ １８．９％ ２２．４％ １９．９％ ２５．２％

（校）

（平成25年度）
5

Ⅰ 小・中学校（国立、公立、私立 合計）
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病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒の転学先

2,310 

424 

1,373 

12 

特別支援学校（県内）へ

転学等した児童生徒数

特別支援学校（県外）へ

転学等した児童生徒数

特別支援学校以外の学校へ

転学等した児童生徒数

退学した児童生徒数

１

（人）

（平成25年度）

N=4,119（延べ人数）

7

一時転学等をしている児童生徒に対する学校の取組２

28,556 

28,336 

27,942 

25,660 

15,525 

21,444 

2,082 

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の児童生徒に病気の理解啓発等を行う

一時転学時もロッカーや机を残すなど

戻って来やすい環境配慮に努める

一時転学時も心理的な不安などの

相談支援を行う

一時転学先学校と連携し、

交流及び共同学習を行う

退院後、自宅療養が必要となった場合にも

学習指導等を行う

その他

学習プリント等の配布／学校報や学級報・励
ましの手紙等の送付／保護者との密な電話
連絡や家庭訪問／病院側スタッフとの面談
／本人・保護者とカウンセラーの面談 等

（校）

(９０％）

(８９％)

(８８％)

(８１％)

(４９％)

(６７％)

(７％)

※ 割合は、平成25年５月１日時点の全小・中学校数に占める割合 （出典：「学校基本統計」（文部科学省））
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病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応

411 

57 

174 

388 

274 

1,142 

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

特別支援学級（の分教室）を

病院内等に設置し学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

（４５７人）

（６８人）

（４１２人）

（４１０人）

（３０９人）

（１，１８６人）

３

（校）

①学習指導（授業）の方法

（主な理由）
・治療に専念するため／体調優先
・病状が重篤であるため
・精神的疾患により、病院側から交
流を避けるよう指示があったため
・感染症対策の観点から、病室への
入室が禁止されているため
・本人・保護者が治療の優先を希望し
たため
・入院期間が短く、不定期・断続的で
あるため
・病院が遠方であるため
・指導教員・時間の確保が難しいため

N=2,386校（2,769人）
（平成25年度）

9

54 13

31

58

147

55

23
31 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

（１）自校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

63

37

22

122

154

13

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（平成25年度）
10

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。



31

3

10

7

6

0 0 1

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

27

6
6

15

4 2
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（２）通級による指導を病院内等で実施

（平成25年度）
11

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。

142

5 15

3
8

2 0 1

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

135

9
11

13
11

1

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（３）特別支援学級（の分教室）を病院内等に設置し、学習指導を実施

（平成25年度）
12

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。



199

28

69

40

37

7 2 7

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

169

69

58

68

19

5

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（４）他校の教員が病院等に出向き、ベッドサイドや会議室等を借りて学習指導を実施

（平成25年度）
13

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。

70

4

37

35

72

36

6
14 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

62

29

1351

85

34
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（５）その他の方法

（平成25年度）
14

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３



③学習指導（授業）以外の取組

2,469 

2,322 

2,255 

1,951 

691 

257 

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の児童生徒に病気の理解啓発等を行う

心理的な不安などの相談支援を行う

入院中も学級の児童生徒と交流を行うなどして、

戻ってきやすい環境配慮に努める

特別支援学校に相談し、長期入院児童生徒の

教育に関して必要な助言又は援助を求めている

その他

（平成25年度）

学習プリント等の配布／学校報や学級報・励ま
しの手紙等の送付／保護者との密な電話連絡
や家庭訪問／退院後の支援に関する関係者の
ケース会議開催 等

15

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

（校）

Ⅱ 高等学校（国立、公立、私立 合計）

16



病気やけがによる入院により、転学等をした生徒の転学先

43

8

102

87

特別支援学校（県内）へ

転学等した生徒数

特別支援学校（県外）へ

転学等した生徒数

特別支援学校以外の学校へ

転学等した生徒数

退学した生徒数

１

（人）

（平成25年度）

N=240（延べ人数）

17

転学等をした生徒が復籍を希望した場合の取扱い２

（校）

709 

3,005 

1,246 

復籍を認める

条件付で復籍を認める

復籍は認めていない

N=4,960

18



2,983 

2,892 

2,336 

2,407 

1,001 

1,556 

295 

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の生徒に病気の理解啓発等を行う

一時転学時もロッカーや机を残すなど

戻って来やすい環境配慮に努める

一時転学時も心理的な不安などの相談支援を行う

一時転学先学校と連携し、交流及び共同学習を行う

退院後、自宅療養が必要となった場合にも

学習指導等を行う

その他

（校）

学習プリント等の配布、電子メール等を使った指導
実技補習等の学習支援
校内で全校的な支援体制の構築に向けた調整
生徒の不利にならないような取扱い
一時転学という制度がない 等

一時転学等をしている生徒に対する学校の取組３

※ 割合は、平成25年５月１日時点の全高等学校数に占める割合 （出典：「学校基本統計」（文部科学省））

(５９％)

(５７％）

(４６％)

(４８％）

(２０％）

(３１％）

(６％)

19

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応

99

0

0

9

183

684

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

特別支援学級（の分教室）を

病院内等に設置し学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

（１３２人）

（０人）

（０人）

（９人）

（２１５人）

（７７１人）

（校）

（主な理由）
・病状が重篤なため
・精神的疾患のため、病院側から交流を
避けるよう指示があったため
・入院期間が短く復帰後の学習指導で進
度を回復するため

４

①学習指導（授業）の方法

N=951校（1,124人）
（平成25年度）

20



7
14

13

25

35

5
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

（１）自校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

6
2

5

11

34

18

7

16 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（平成25年度）
21

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

2

1

2

3

0 0
1

0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

2

3
4

1

0 0

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（２）他校の教員が病院等に出向き、ベッドサイドや会議室等を借りて学習指導を実施

（平成25年度）
22

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。



25

9

31

2155

20

5 17 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

41

23

13
51

40

16
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（３）その他の方法

（平成25年度）
23

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。

③学習指導（授業）以外の取組

925

801

839

602

91

120

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の児童生徒に病気の理解啓発等を行う

心理的な不安などの相談支援を行う

入院中も学級の児童生徒と交流を行うなどして、

戻ってきやすい環境配慮に努める

特別支援学校に相談し、長期入院児童生徒の

教育に関して必要な助言又は援助を求めている

その他

（平成25年度）

・学習プリント等の配布
・電子メール等を使った指導
・実技補習等の学習支援
・退院後の補習 等

24

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

（校）



Ⅲ 特別支援学校 小・中学部（国立、公立、私立 合計）

25

病気やけがによる入院により、転学等をした児童生徒の転学先

335

108

29

2

特別支援学校（県内）へ

転学等した児童生徒数

特別支援学校（県外）へ

転学等した児童生徒数

特別支援学校以外の学校へ

転学等した児童生徒数

退学した児童生徒数

１

（人）

（平成25年度）

N=474（延べ人数）
26



一時転学等をしている児童生徒に対する学校の取組２

1,713 

1,452 

1,613 

1,329 

499 

800 

190 

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の児童生徒に病気の理解啓発等を行う

一時転学時もロッカーや机を残すなど

戻って来やすい環境配慮に努める

一時転学時も心理的な不安などの

相談支援を行う

一時転学先学校と連携し、

交流及び共同学習を行う

退院後、自宅療養が必要となった場合にも

学習指導等を行う

その他

（延べ校数）

・転学している間も学級担任が保護
者と連絡を取り合う
・生徒との手紙のやりとり
・必要に応じ入院先訪問 等

※ 割合は、平成25年５月１日時点の全小・中学部数に占める割合 （出典：「学校基本統計」（文部科学省））

(９１％)

(７７％)

(８６％)

(７１％)

(２７％)

(４３％)

(１０％）

27

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応

122

4

51

29

25

243

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

本校、分校、分教室を病院内に

設置し、学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

３

①学習指導（授業）の方法 ： 学校数

（主な理由）
・病状が重篤なため
・入院期間が短いため
・病院隣接の学校で教育を受けているため
・病院が遠方であるため
・定期的に教員を派遣する人的余裕がな
かったため

N=397校（2,078人）
（平成25年度）

28

（延べ校数）



909

5

544

37

102

363

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

本校、分校、分教室を病院内に

設置し、学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

（人）
①学習指導（授業）の方法 ： 対象児童生徒数

（平成25年度）
N=397校（2,078人） 29

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

35

8

28
14

18

13

3
5 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

（１）自校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

32

2922

25

14

1

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（平成25年度）
30

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。

（延べ校数）



0
0

1

1

00

2

0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

1
0
0

2

1

0

4

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（２）通級による指導を病院内等で実施

（平成25年度）
31

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。

（延べ校数）

48

1 1
0

1
0

0
0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

44

3
2

1
1
0

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（３）本校、分校、分教室を病院内に設置し、学習指導を実施

（平成25年度）
32

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

（延べ校数）



15

0

9

2
2

0
1

0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

11

8

4

5
1

0

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（４）他校の教員が病院等に出向き、ベッドサイドや会議室等を借りて学習指導を実施

（平成25年度）
33

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

（延べ校数）

12

13

3

2

3

0
1 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

12

13

6

2 1
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（５）その他の方法

（平成25年度）
34

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

（延べ校数）



401

259

294

241

13

53

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の児童生徒に病気の理解啓発等を行う

心理的な不安などの相談支援を行う

入院中も学級の児童生徒と交流を行うなどして、

戻ってきやすい環境配慮に努める

特別支援学校に相談し、長期入院児童生徒の教育に関して

必要な助言又は援助を求めている

その他

③学習指導（授業）以外の取組

（平成25年度）

・生徒との手紙のやりとり
・必要に応じ入院先訪問
・保護者・医師・ソーシャルワーカー・作業
療法士との連携、ケース会議 等

35

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した児童生徒への対応３

※「特別支援学校に相談し・・・助言又は援助を求めている」は、病弱・身体虚弱を対象とする特別支援学校に
対し、その他の障害種を対象とする特別支援学校が助言・援助を求める場合が想定される。

（延べ校数）

Ⅳ 特別支援学校 高等部（国立、公立、私立 合計）

36



病気やけがによる入院により、転学等をした生徒の転学先

40

9

1

8

特別支援学校（県内）へ

転学等した生徒数

特別支援学校（県外）へ

転学等した生徒数

特別支援学校以外の学校へ

転学等した生徒数

退学した児童生徒数

１

（人）

N=58（延べ人数）
（平成25年度）

37

転学等をした生徒が復籍を希望した場合の取り扱い２

（校）

569

289

40

復籍を認める

条件付で復籍を認める

復籍は認めていない

N=898

38



823

710

770

645

222

386

78

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の生徒に病気の理解啓発等を行う

一時転学時もロッカーや机を残すなど

戻って来やすい環境配慮に努める

一時転学時も心理的な不安などの相談支援を行う

一時転学先学校と連携し、交流及び共同学習を行う

退院後、自宅療養が必要となった場合にも

学習指導等を行う

その他

学習プリント等の配布／単位の読み替えに
必要な情報交換を転学先の学校と行う／
転学している間も学級担任が保護者と連絡
を取り合う／担任による入院先訪問 等

一時転学等をしている生徒に対する学校の取組３

（校）

※ 割合は、平成25年５月１日時点の全高等部数に占める割合 （出典：「学校基本統計」（文部科学省））
（平成25年度）

(８８％）

(７６％）

(８３％）

(６９％)

(２４％）

(４１％）

(８％）

39

58

0

7

5

23

165

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

本校、分校、分教室を病院内に

設置し、学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

（校）
①学習指導（授業）の方法 ： 学校数

N=235校（378人）
（平成25年度）

（主な理由）
・治療に専念するため
・病状が重篤なため
・精神的疾患のため病院側から交流を避け
るよう指示があったため 等

40



120

0

16

5

39

200

自校の教員が病院等に訪問し、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

通級による指導を病院内等で実施

本校、分校、分教室を病院内に

設置し、学習指導を実施

他校の教員が病院等に出向き、

ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

その他の方法

学習指導を実施していない

（人）
①学習指導（授業）の方法 ： 対象生徒数

（平成25年度）
N=235校（378人） 41

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

10
1

6

1017

7

4
4 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

（１）自校の教員が病院等に訪問し、ベッドサイド等を借りて学習指導を実施

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

9

13

7

21

9

0

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（平成25年度）
42

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４



4

0

3

0
0
0 0

0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

42

1

0
0

0

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（２）本校、分校、分教室を病院内に設置し、学習指導を実施

（平成25年度）
43

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

2

010

2

0
0

0

週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

2

1

0

2

00

5

135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（３）他校の教員が病院等に出向き、ベッドサイドや会議室等を借りて学習指導を実施

（平成25年度）
44

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

※ 重複回答をした学校があるため、平均実施回数と平均実施時間の学校数の合計は一致しない。



8

1
1

3

6

2
1 1 週５日

週４日

週３日

週２日

週１日

２週に１日

３週に１日

４週に１日

（校）

②学習指導（授業）の形態ごとの平均回数及び平均時間

平均実施回数 １日あたりの平均実施時間

7

01

6

6

3
135分以上

134～105分

104～75分

74～45分

44～15分

14分以下

（４）その他の方法

（平成25年度）
45

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

425

42

29

99

149

371

実態把握をする

退院後に円滑に学校生活に戻れるよう、

他の生徒に病気の理解啓発等を行う

心理的な不安などの相談支援を行う

入院中も学級の生徒と交流を行うなどして、

戻ってきやすい環境配慮に努める

特別支援学校に相談し、長期入院児童生徒の

教育に関して必要な助言又は援助を求めている

その他

③学習指導（授業）以外の取組

（平成25年度）

・学習プリント等の配布
・入院している間も学級担任
が保護者と連絡を取り合う
・担任による入院先訪問 等

46

病気やけがにより、延べ３０課業日以上入院した生徒への対応４

※「特別支援学校に相談し・・・助言又は援助を求めている」は、病弱・身体虚弱を対象とする特別支援学校に
対し、その他の障害種を対象とする特別支援学校が助言・援助を求める場合が想定される。



Ⅴ 教育委員会

47

転学等が必要になった場合の支援 （小学校、中学校、特別支援学校）

1,083 
915 

1,150 

1,109 
940 

1,141 

1,310 
1,112 

1,327 

122 
95 
169 

転学等の手続の簡素化により

手続が滞らないよう配慮

転学等の手続が完了していなくても、

実際上教育を受けられるよう配慮

退院等により元の在籍校に

復籍できるよう配慮

特に支援はしていない

１

（委員会数）

（主な理由）
小学校
・事例が多くないため学校間で円滑に対応できている
・これまで実例はないが、必要に応じて対応する

中学校
・個々の状況に応じて学校と連絡をとりあう

特別支援学校
・個別対応をする

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

48



1,096 
927 

1,139 

427 
369 

432 

703 
603 

714 

263 

316 
273 

373 

50 
43 
67 

他の教育委員会や医療機関、福祉部局等と

連携をとり実態把握や支援策等を講じる

在籍校での支援に関わらず、

転学せずに教育が受けられるよう配慮

特別支援学校のセンター的機能を

有効活用できるよう、域内の

各学校と特別支援学校との連携を図る

後期中等教育を受ける病気療養児

について、事前に修得単位の取扱い、

指導内容・方法等について関係機関

の間で共有を図る

入院している児童生徒に対し、病気の

種類に応じた指導を行えるよう、

教職員の専門性の向上を図る

その他

（委員会数）

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

特別支援学校

小学校

中学校

特別支援学校

小学校
・嘱託指導主事やボランティアが学習指導を
行う
・長期入院児童訪問支援事業の実施
・医療機関、福祉部局、学校との連携を図り、
ケース会議を開くなどして、対応を協議 等

中学校
・医療機関、福祉部局、学校との連携
・病院訪問指導員を派遣
・病弱特別支援学校の設置 等

特別支援学校
・教育相談を行う 等

入院等が必要になった場合の支援 （小学校、中学校、特別支援学校）２

49

50

44

51

40

転学等の手続の簡素化により

手続が滞らないよう配慮

転学等の手続が完了していなくても、

実際上教育を受けられるよう配慮

退院等により元の在籍校に

復籍できるよう配慮

特に支援はしていない

（委員会数）

（主な理由）
・当該学校間で協議することが基本となっているため
・状況に応じて各学校で対応するため
・迅速にすすめられるよう個別対応をするため

転学等が必要になった場合の支援 （高等学校）３

50



45

28

44

31

25

17

他の教育委員会や医療機関、福祉部局等と

連携をとり実態把握や支援策等を講じる

在籍校での支援に関わらず、

転学せずに教育が受けられるよう配慮

特別支援学校のセンター的機能を有効活用できるよう、

域内の各学校と特別支援学校との連携を図る

後期中等教育を受ける病気療養児について、

事前に修得単位の取扱い、指導内容・方法等について

関係機関の間で共有を図る

入院している生徒に対し、病気の種類に応じた

指導を行えるよう、教職員の専門性の向上を図る

その他

（委員会数）

・病弱特別支援学校の設置
・病気療養児の訪問教育を県内協
力病院で実施できるようにする

等

入院等が必要になった場合の支援 （高等学校）４

51


